
東京農業大学校友会福島県支部規約 
 

昭和３９年 ８月 ２日 

改正    昭和４０年１２月１８日 

      昭和４７年 ８月１９日 

      昭和６３年 ８月 ８日 

      平成１６年 ８月２８日 

      平成２０年１０月２５日 

 

第１条  この会は、東京農業大学校友会福島県支部（以下「県支部」という。）と称する。 

第２条  この会は、会員相互の親睦を密にし、併せて、母校の発展に寄与することを目

的とする。 

第３条  この会の事務所を福島市内におくものとする。 

第４条  この会は、第２条の目的を達成するために次の事業を行う。 

   １ 会員の集会及び講演会の開催 

   ２ 会員の名簿の整備 

   ３ 会員の情報収集及び連絡 

   ４ その他目的を達成するために必要なこと 

第５条  この会の会員は、福島県内に在住する東京農業大学校友会会則（以下「会則」

という。）第６条に揚げる会員をいう。 

第６条  この会に顧問をおくことができる。 

   ２ 顧問は、幹事会の決定を経て支部長が推薦する。 

   ３ 顧問は、支部長の諮問に応じ、又幹事会に出席して意見を述べることができる。 

第７条  この会へ次の役員をおくものとする。 

   １ 支部長      １名 

   ２ 副支部長     若干名 

   ３ 本部代議員    ４名 

   ４ 幹事長      １名 

   ５ 幹事       若干名 

   ６ 監事       ２名 

第８条  支部長、副支部長、本部代議員、幹事長及び監事は会員の中から総会で選出す

る。なお、本部代議員は支部長並びに支部役員がこれを兼ねる。 

   ２ 幹事は、会員の中から支部長が指名する。 

第９条  役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

第１０条 支部長は、この会を代表し会務を統轄する。 

   ２ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故ある時は支部長の職を代行する。 

   ３ 本部代議員は、会則第２４条に定める任務を行う。 



   ４ 幹事長は、支部長、副支部長、本部代議員を補佐し、会務を処理する。 

   ５ 幹事は、処理の命を受け会務を担当するとともに校友会本部、地方支部、職域

分会との連絡事項を処理する。 

   ６ 監事は、会務の執行状況を監査する。 

第１１条 この会の会議は、総会及び幹事会とする。 

   ２ 総会は、２年に１回開催し、支部長がこれを招集する。ただし、必要に応じ臨

時総会を開くことができる。 

     なお、総会開催地は、輪番制とし、県北～相双～県中～会津～県南～いわきの

順とする。 

第１２条 幹事会は、必要に応じ支部長が招集する。 

   ２ 幹事会は、重要な会務につき協議する。 

   ３ 幹事会は、総会の招集が困難な場合に限り、総会に代わる決定をすることがで

きる。ただし、この場合は、次の総会で報告するものとする。 

第１３条 監事は、会務の執行状況について監査し、総会に報告するものとする。 

第１４条 この会は、会員が多数在住する地方又は職域に地方支部又は職域分会、および

地方支部のもとに地区支部を設けることができる。ただし、地方支部、職域分

会規約及び役員名を県支部に報告するものとする。 

第１５条 この会の経費は、寄付金、本部交付金、その他の収入をもって充てるものとす

る。 

第１６条 この会の規約を改正しようとするときは、総会の決定を経なければならない。 

   ２ 会則第５６条に基づく本部への報告は、必要の都度これを行うものとする。 

第１７条 この会の会計年度は、総会開催年４月１日から次期開催３年３月３１日とする。 

 

 

付則 

この規約は、昭和３９年８月２日より適用する。 

 付則 

この規約は、昭和４０年１２月１８日より適用する。 

 付則 

この規約は、昭和４７年８月１９日より適用する。 

 付則 

この規約は、昭和６３年８月６日より適用する。 

 付則 

この規約は、平成１６年８月２８日より適用する。 

 付則 

この規約は、平成２０年１０月２５日より適用する。 


